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１ はじめに  

  行政サービスの提供における使用料・手数料は、特定の人がサービ

スを利用し、利益を享受する場合には、応分の対価を負担し、利益

を受けていない人との負担の公平性を確保する必要があります。し

かし、本市では、社会情勢に伴う物価の上昇や消費税率が改定され

る中、負担額を据え置いているものが多く、これにより収入の割合

が低くなり、税金によりその不足分が賄われ、結果的に利用しない

人に負担をいただいている状況です。 

  そこで「北本市使用料・手数料の適正化に関する基本方針」を定め

ることで、市民負担の公平性及び適正な受益者負担を確保した料金

設定を実現し、定期的な見直しを実施することにより、財政運営の

健全性と行政サービスの水準の確保を図ることを目的とします。 

 

２ 見直しの対象  

 ⑴ 見直しの対象は次のとおりです。 

  ・使用料 各施設の設置管理条例で定められている公共施設及びそ

の付帯する設備の利用に対する使用料（指定管理者制度

を導入している施設の使用料を含む。ただし、その見直

しの時期については、新たな指定管理期間が始まる時期

等、指定管理者と協議の上、適切な時期とします。）  

  ・手数料 北本市手数料条例に定められている証明書、住民票の写

しの交付等に関する手数料 

 ⑵ 上記にかかわらず、次に掲げる理由により、本市独自での料金設

定が困難であるものについては、本方針の対象外とします。 

  ・ 法令等により、金額又は算定方法が定められているもの 

  ・ 国、県等において統一的な金額又は算定方法とすることを申し

合わせているもの 

  ・ 政策的判断により、料金を定めているもの 

  ・ 本方針の算定方法によることが、施設又はサービスの性質上に

そぐわないもの  
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３ 使用料の算定  

 ⑴ 使用料の基本的な原価の算定方法  

   使用料は、計算に算入すべき費用の項目とその範囲を定め、当該

使用に係る１件当たりの原価を算出し、この合計額を利用者が施

設ごとの性質別負担割合に応じ負担する考え方により算出するも

のとします。 

 

 ⑵ 原価計算  

  ア 原価は、１㎡・１時間あたりの維持管理費用に、使用面積及び

使用時間を乗じた金額とします。 

   原価＝１㎡・１時間あたりの維持管理費用×使用面積×使用時間  

  イ １㎡・１時間あたりの維持管理費用は、原則として、下表の各

項目を合算し、施設全体の面積及び年間使用可能時間で除した金

額とします。 

   １㎡・１時間あたりの維持管理費用 

  ＝施設全体の年間維持管理費用÷施設全体の面積÷年間使用可能時間 

  ウ 施設全体の年間維持管理費用に算入する費用の項目・範囲  

項 目 範 囲 

人件費 施設管理に係る職員の人件費 

光熱水費 電気料金、水道料金、燃料費等 

保守管理費用 管理委託料、保守委託料、指定管理料等 

その他費用 需用費、役務費、施設修繕費等 

   ※ 算出は、３年間の平均決算額による。ただし、特殊事情によ

る支出を除く。 

  

基準使用料 ＝ 原価 × 性質別負担割合 
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４ 手数料の算定  

 ⑴ 手数料の基本的な原価の算定方法  

   手数料は、計算に算入すべき費用の項目とその範囲を定め、費用

の項目ごとに当該事務に係る１件当たりの原価を算出し、この合

計額を利用者が全額を負担する考え方により算出するものとしま

す。 

 

  ア 原価計算に算入する費用の項目・範囲 

項 目 範 囲 

人件費 
サービスの提供に直接携わる職員の人件

費 

需用費 消耗品費、印刷製本費等 

委託料 複写機等事務機器の保守点検委託料等 

使用料及び賃借

料 

複写機・オンライン端末機の使用料等 

その他費用 
上記の４項目に該当しない費用で、サー

ビスの提供に必要な費用 

※ 算出は、３年間の平均決算額による。ただし、特殊事情によ

る支出を除く。 

  

基準手数料 ＝ 原価 
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 ⑵ 原価計算  

   原価は、下表のそれぞれの計算式による費用額の合計により算出

します。 

   原価＝人件費＋需用費＋委託料＋使用料及び賃借料＋その他費用  

項 目 計算式 

人件費 
時間単価（※１） 

×サービスの提供に要する時間（※２） 

需用費 

３年間の平均決算額×使用割合（※３） 

年間処理件数（年間処理量） 

委託料 

使用料及び賃借料 

その他費用 

※１ 時間単価については、各年度決算に基づく平均給与（正規

職員又は非常勤職員等の区分に応じ、別に定める。）を用

い、次の計算式により算出します。 

  時間単価 

＝決算に基づく平均給与÷(１週間当たりの勤務時間×５２週) 

※２ サービスの提供に要する時間については、標準処理時間と

し、できる限り平均的に当該処理に係る時間のみを算入し

ます。 

※３ 使用割合については、消耗品費や事務機器使用料等で、複

数の事務に係る費用のうち、当該事務に直接要した部分の

割合とし、処理時間数や処理件数等の按分により算出しま

す。 

 

５ 受益者と行政の負担割合の明確化  

  市が提供する行政サービスは、道路、公園等の市民の日常生活に必

要で市場原理によっては提供されにくいサービスから、駐車場や観

光施設等のように特定の者が利益を享受し、民間においても類似の

サービスが存在するものまで、多岐にわたっています。このため、

一律の受益者負担の原則では料金を設定することは困難です。そこ
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で、それぞれの施設を性質別に分類し、その分類ごとに「公費負担」

と「受益者負担」の割合を設定します。 

 ⑴ 性質別分類の基準  

   施設の性質別の分類については、公共性、市場性等のサービスの

性質により、次のとおり４つに区分します。 

分類 サービスの性質 

第１分類 

（必需的・公共的） 

日常生活において広く市民に必要とされる

もので、行政が提供するべきサービス 

第２分類 

（必需的・民間的） 

日常生活において広く市民に必要とされる

もので、主として行政が提供するが民間に

もあるサービス 

第３分類 

（選択的・公共的） 

日常生活を快適にするもので個人によって

必要性は異なるが、民間にあまりないサー

ビス 

第４分類 

（選択的・民間的） 

日常生活を快適にするもので個人によって

必要性は異なるが、民間にもあるサービス 

 

 ⑵ 性質別分類の負担割合  
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 ⑶ 手数料の負担割合  

   特定の市民の利益のために提供する行政サービスに係る費用であ

ることから、受益者負担の割合は１００％とします。  

 

６ 設定料金の調整  

 ⑴ 激変緩和措置の設定  

   使用料・手数料の改定により、現行の料金を大幅に上回る場合は、

急激な増加に伴う市民生活への影響を考慮し、改定する金額の上

限を現行額の１．５倍とし、定期的な見直しの時期に併せて段階

的に改定するものとします。 

 ⑵ 近隣自治体等との比較  

   使用料・手数料の改定により、近隣自治体及び民間施設の使用

料・手数料と大幅な差異が生じる場合は、設定料金を調整するも

のとします。 

 ⑶ 市民以外の者の利用  

   市の施設は、市民が優先してサービスの恩恵を受けるべきである

ことから、市民以外の者の使用料は、原則として市民料金の２倍

の料金とします。（近隣市と公共施設の相互利用に関する協定を

締結している施設を除く。） 

 ⑷ 営利目的の利用について  

   営利目的の場合の使用料は、原則として基本料金の２倍の料金と

します。 

 ⑸ 使用料・手数料の単位  

   改定をする使用料・手数料の単位は、５０円単位とし、単位に満

たない額は切り捨てるものとします。 

 

７ 定期的な見直し  

  使用料・手数料の見直しについては、原則４年ごとに実施すること

とします。ただし、施設等の新設・改修により維持管理費、施設面

積に変更があった場合や利用時間に変更がある場合は、変更時に見

直しを実施するものとします。 


